
新潟市告示第２１２号 
 

市道路線認定に関する告示 
 
 
 道路法（昭和 27年法律第 180号）第８条の規定に基づき，市道の路線を次のように認定した。 
 なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。 
  
平成２０年４月１日 

 
新潟市長 篠 田  昭 

 
起      点 整 理 

番 号 路 線 名 
終      点 

重 要 な 経 過 地 

新潟市西区曽和字沢田344番3地先 
１ 

曽和ｲﾝﾀｰ 

信濃町線１号 新潟市中央区関屋字一番砂除割55番2地先 

新潟市西区寺尾上一丁目5792番9

地先 

新潟市中央区関屋字一番砂除割55番2地先 
２ 

曽和ｲﾝﾀｰ 

信濃町線２号 新潟市中央区有明大橋町17番1地先 

新潟市中央区有明大橋町1979番8

地先 

新潟市南区白根古川字田尾70番1地先 
３ 

白根２－ 

７０２号線 新潟市南区白根古川字田尾59番2地先 

新潟市南区白根古川字田尾68番2

地先 

 


